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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転するインキュベータロータ円周上に複数の素子室を設け、該素子室に検体が点着さ
れた乾式分析素子を収納してインキュベーションするインキュベータにおいて、
　前記インキュベータロータの素子室より内側から下方の回転中心に向かう斜面を設け、
該斜面の下端部における径の狭まった部分に円筒状の回転軸を設け、該回転軸を軸受部材
で支持し、前記斜面および回転軸の内部を測定後の乾式分析素子の廃却穴に設けたことを
特徴とするインキュベータ。
【請求項２】
　前記斜面が水平面に対して３０゜以上の傾きを有することを特徴とする請求項１に記載
のインキュベータ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、血液、尿等の検体を乾式分析素子に点着し、検体中の所定の生化学物質の物質
濃度等を求める生化学分析装置に使用され、点着後の乾式分析素子を所定温度に恒温保持
し光学濃度変化を測定するインキュベータに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、検体の小滴を点着供給するだけでこの検体中に含まれている特定の化学成分ま
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たは有形成分を定量分析することのできる乾式分析素子が開発され、実用化されている。
これらの乾式分析素子を用いた生化学分析装置は、簡単かつ迅速に検体の分析を行うこと
ができるので、医療機関、研究所等において好適に用いられている。
【０００３】
比色タイプの乾式分析素子を使用する比色測定法は、検体を乾式分析素子に点着させた後
、これをインキュベータ内で所定時間恒温保持して呈色反応（色素生成反応）させ、次い
で検体中の所定の生化学物質と乾式分析素子に含まれる試薬との組み合わせにより予め選
定された波長を含む測定用照射光をこの乾式分析素子に照射してその光学濃度を測定し、
この光学濃度から、予め求めておいた光学濃度と所定の生化学物質の物質濃度との対応を
表す検量線を用いて該生化学物質の濃度を求めるものである。また、イオン活量を測定す
ることのできる電解質タイプの乾式分析素子も実用化されている。
【０００４】
上記のような測定において、乾式分析素子をインキュベーションしながら、その反応過程
を比色測光して測定するときに、測光ヘッドによる測光感度は乾式分析素子との距離が最
適値にあるときにピーク値を示し、それより接近しても離れても感度が低下する特性があ
るため、インキュベータロータの回転に伴って測光ヘッドと各素子室の乾式分析素子との
距離が最適な測光距離からずれるように変化すると、測定誤差を生じる。検体の物質濃度
を正確に測定するためには、わずかな呈色反応も検知する必要があり、比色測光には高い
精度が要求される。したがって、上記測光距離を所定値に保つことが分析装置の精度を確
保する上で重要であった。
【０００５】
上記点から、従来より、特公平 5-72976に見られるように、測光ヘッドの光学部品の配設
位置関係を、測光出力がピークとなる最適位置関係に設定することによって、この距離の
変化に対する測光感度の影響を少なくするものが知られている。しかし、この装置では、
乾式分析素子の収納枚数が少なくインキュベータロータの外径が小さくて回転偏位が少な
い場合には、測光ヘッドと乾式分析素子との距離の変動が少ないことにより、その測光ヘ
ッドによって精度良く光学濃度変化が測定可能であるが、乾式分析素子の収納枚数が増大
してインキュベータロータの外径が大きくなると、乾式分析素子の収納部位の回転偏位も
大きくなり、測光ヘッドと各乾式分析素子との距離変動が測光ヘッドの許容範囲を越えて
しまい、測定精度が低下することになる。インキュベータロータの回転偏位を許容範囲内
に形成しようとすると、インキュベータロータの部品の加工精度、組立精度が高度に要求
され、製造コストの上昇を招く問題がある。
【０００６】
また、ＵＳＰ 5,037,613に見られるように、点着後の乾式分析素子を収納回転するインキ
ュベータロータの外周下部を摺動材で支え、該ロータの回転偏位を抑制し、測光ヘッドと
円周上の各乾式分析素子との距離を一定にしようとする構造が知られている。この装置で
は、乾式分析素子の収納枚数の多い大きなインキュベータロータにおいても回転偏位を抑
制して測定精度の確保の点では有効であるが、回転するインキュベータロータを摺動支持
するために、摩耗による寿命低下および摩耗粉が発生する問題を有する。またインキュベ
ータロータを回転駆動する機構に不均一な負荷や振動が作用して不安定になる恐れがある
。
【０００７】
ところで、特開平11－237386に見られるように、インキュベータの中央に測定後の乾式分
析素子を廃却する穴を設け、素子室へ乾式分析素子を挿入する搬送部材によって測定後の
乾式分析素子をさらに押し込むこことで、この乾式分析素子を中央の廃却穴に落下させ廃
却する構造が知られている。この装置では、簡易な搬送機構によって、容易に乾式分析素
子の廃却が行える。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記のようにインキュベータの中央部に測定後の乾式分析素子を廃却するもので
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は、インキュベータロータの外径を大きくして素子室数を増やし、乾式分析素子の収納枚
数を多くして測定処理能率を高めた場合に、各素子室からの落下廃却のための搬送距離を
同等とするには、中央の廃却穴の径も大きくしなければならない。この廃却穴の径が大き
くなると、インキュベータロータの回転を支持する軸受部材の径も大きくなるので、軸受
部材のコストが高くなってしまう問題が発生する。つまり、前述のように、測光ヘッドに
よる測定においては回転するインキュベータロータの素子室に収納した乾式分析素子に対
する測光距離を精度良く最適位置に保持する必要があり、そのためには、インキュベータ
ロータの回転における測光ヘッドに対する高さの偏位を小さくしなければならず、前記軸
受部材には高精度が要求され、大きな軸受部材では高価なものとなる。
【０００９】
上記点から、軸受部材の径を小さくするために廃却穴の径を小さくすると、測定後の乾式
分析素子を搬送する距離が長くなり、搬送部材の長さや搬送ストロークが増大して、装置
が大型化する問題があり、装置の軽量化も要求される。
【００１０】
本発明はかかる点に鑑み、多数の乾式分析素子が収納できる大きなインキュベータロータ
の場合でも、回転精度が高く、かつ軽量で測定後の乾式分析素子が容易に廃却できるよう
にしたインキュベータを提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明のインキュベータは、回転するインキュベータロータ円周上に複数の素子室を設
け、該素子室に検体が点着された乾式分析素子を収納してインキュベーションするインキ
ュベータにおいて、前記インキュベータロータの素子室より内側から下方の回転中心に向
かう斜面を設け、該斜面の下端部における径の狭まった部分に円筒状の回転軸を設け、該
回転軸を軸受部材で支持し、前記斜面および回転軸の内部を測定後の乾式分析素子の廃却
穴に設けたことを特徴とするものである。
【００１２】
　前記斜面を、水平面に対して３０゜以上の乾式分析素子が滑落可能な角度に設けるのが
望ましい。
【００１３】
【発明の効果】
　上記のような本発明によれば、測定後の乾式分析素子の廃却穴を、インキュベータロー
タの素子室より内側から下方の回転中心に向かう斜面と該斜面の下端部における径の狭ま
った部分に設けた円筒状の回転軸とで構成し、この回転軸を軸受部材で支持するようにし
たことにより、軸受部材の径が小さくなりコストの低減化が図れると共に、測定後の乾式
分析素子の搬送距離が短くて搬送部材の長さや搬送ストロークの長さが増大することなく
乾式分析素子の廃却が容易に行え、装置の小型軽量化が図れる。
【００１４】
　また、インキュベータロータの外周部の素子室に近いところから、回転軸に向かう斜面
形状をもつ廃却穴構造および回転軸支持構造としたことにより、インキュベータロータは
軽量ながらも剛性を確保して振れの少ない構造に設けることができ、摺動材を用いること
なく、測光ヘッドに対する回転偏位が小さく測定精度を向上でき、搬送機構の簡素化とと
もに装置の小型軽量化が実現可能である。
【００１５】
　また、この斜面を水平面に対して３０゜以上の角度に設けると、乾式分析素子の落下が
確実となり、素子室の近傍から廃却穴が開口していることと相俟って、乾式分析素子を容
易に廃却できる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に沿って説明する。図１は一例のインキュベータを備え
た生化学分析装置の概略機構を示す斜視図、図２はカバーを外した状態のインキュベータ
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の概略断面図である。
【００１７】
図１に示す生化学分析装置１は、装置本体１７の前部の一方（図の右側）に円形のサンプ
ラトレイ２が、他方（図の左側）に円形のインキュベータ３が、両者の間に点着部４（図
１では図示省略、図２参照）が、上部には左右に移動する点着ノズルユニット５がそれぞ
れ配設され、サンプラトレイ２の検体カートリッジ７に収納保持された乾式分析素子１１
が点着部４に搬送されて検体の点着が行われ、この点着部４からインキュベータ３に挿入
搬送される。また、サンプラトレイ２の近傍には、血液から血漿を分離する血液濾過ユニ
ット６が設置されている。
【００１８】
インキュベータ３は、図２に示すように、回転駆動されるインキュベータロータ３０を備
えてなる。インキュベータロータ３０は、下円盤部材３１の上方に平行に上円盤部材３２
が配設され、両円盤部材３１，３２の間の外周部に乾式分析素子１１を収納する素子室３
３が所定間隔で複数配設されてなる。素子室３３の底面の高さは点着部４の搬送面の高さ
と同一に設けられ、点着後の乾式分析素子１１が挿入される。
【００１９】
各素子室３３に対応する上円盤部材３２には摺動孔３２ａが設けられ、この摺動孔３２ａ
に基部が上下移動可能に支持された押え部材３４が配置されている。押え部材３４の下面
が素子室３３に挿入された乾式分析素子１１を上から押えて、その点着部４を密閉し検体
の蒸発を防止する。押え部材３４の下端部の角部はテーパー状に形成され、素子室３３に
挿入される乾式分析素子１１と接触して押し上げられる形状となっている。
【００２０】
上円盤部材３２にはヒーター３５が設置され、押え部材３４を介して素子室３３の乾式分
析素子１１を加熱するもので、ヒーター３５の温度調整によって所定温度にインキュベー
ション（恒温保持）する。
【００２１】
また、下円盤部材３１の各素子室３３の底面には測光窓３１ａが開口され、素子室３３よ
り内側の下円盤部材３１の中央部分は円形状に開口されて廃却穴８の上部開口８ａが設け
られる。廃却穴８は下円盤部材３１の下部中央に取り付けられた下位部材３６によって構
成されると共に、この下位部材３６によってインキュベータロータ３０が回転可能に支持
される。
【００２２】
前記下位部材３６は、上部に下方の回転中心に向かって円錐形に内径が狭まるコーン状の
斜面３６ａが設けられ、この斜面３６ａの下端部における径の狭まった部分に円筒状の回
転軸３６ｂが設けられている。斜面３６ａの上端部は下円盤部材３１に開口された上部開
口８ａ（開口縁がテーパー面となっている）に連続する大きさに設けられ、これにより、
インキュベータロータ３０の素子室３３より内側から斜面３６ａおよび回転軸３６ｂの内
部が廃却穴８を構成し、回転軸３６ｂの下端部が下部開口８ｂとなり、素子室３３の測定
後の乾式分析素子１１が中心側に押し出すように搬送されて廃却穴８に落下廃却される。
前記コーン状の斜面３６ａの傾きを、水平面に対して３０゜以上の乾式分析素子１１が滑
落可能な角度に設ける。また、廃却穴８の下部開口８ｂの下方には測定後の乾式分析素子
１１を回収する不図示の回収箱が配設される。
【００２３】
また、下位部材３６の回転軸３６ｂの外周が軸受部材３７によって水平状態で回転可能に
支持されている。この軸受部材３７の支持構造においては、高さ位置および回転中心軸の
傾き等が高精度に設定され、インキュベータロータ３０の外周部における高さ方向の回転
偏位が小さくなるように形成されている。回転軸３６ｂの外周に巻き掛けられたタイミン
グベルト３９が回転駆動モータ３８の駆動ギヤ３８ａに掛けられてなり、インキュベータ
ロータ３０が正転および逆転方向に回転駆動される。
【００２４】
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前記インキュベータロータ３０の測光窓３１ａの下方には測定手段の測光ヘッド４５が上
向きに配設されている。なお、インキュベータロータ３０の周囲には不図示のカバーが配
設され、外気温度の影響を遮断すると共に、測光ヘッド４５に対する遮光を行っている。
【００２５】
インキュベータロータ３０は往復回転駆動され、所定回転位置の下方に配設された測光ヘ
ッド４５に対して順次素子室３３が停止し、乾式分析素子１１の呈色反応の光学濃度の測
定を行い、この一連の測定の後、逆回転して基準位置に復帰し、次の測定を行うように、
所定角度範囲内で往復回転駆動を行うように制御するものである。
【００２６】
測光ヘッド４５は、素子室３３の底面中央に開口された測光窓３１ａを通して、検体中の
所定の生化学物質と乾式分析素子１１に含まれる試薬との組み合わせにより予め選定され
た波長を含む測定用照射光を乾式分析素子１１に底面から照射してその反射光学濃度の測
定を行う。
【００２７】
図１において、サンプラトレイ２は回転駆動される回転台２１を有し、この回転台２１の
外周部には、５つの検体カートリッジ７が円弧状に並んで装填される。各検体カートリッ
ジ７は独自に着脱可能であり、検体を収容した採血管等の１つの検体容器１０を保持する
検体保持部７１を有すると共に、その測定項目に対応して通常複数の種類が必要とされる
未使用の乾式分析素子１１を積み重ねた状態で保持する素子保持部７２を有する。
【００２８】
上記検体カートリッジ７が装填される以外の回転台２１の外周部には、多数のノズルチッ
プ１２、混合カップ１３（多数のカップ状凹部が配置された成形品）、希釈液容器１４お
よび参照液容器１５などの消耗品を収納保持する。消耗品についてはサンプラトレイ２に
直接載置する他に、検体カートリッジ７と同様のカートリッジ形式で装填するようにして
もよい。
【００２９】
サンプラトレイ２の回転台２１は、不図示の回転駆動機構により、点着ノズルユニット５
の動作位置に正転方向または逆転方向に回転駆動される。その回転位置と、点着ノズルユ
ニット５の移動位置を制御することにより、必要なノズルチップ１２を取り出し、必要な
検体や希釈液、参照液を吸引し、必要により混合するという、検体点着のための所定の動
作が行われる。
【００３０】
またサンプラトレイ２の中央部には、乾式分析素子１１を搬送する搬送手段９（図２参照
）を備える。この搬送手段９はサンプラトレイ２の半径方向にスライド移動可能に配設さ
れたレバー状の素子搬送部材９１を有し、この素子搬送部材９１の前進移動制御によって
その先端部で乾式分析素子１１を押して検体カートリッジ７から自動的に取り出して点着
部４に搬送し、点着後の乾式分析素子１１をインキュベータ３に搬送する。そして、回転
台２１の回転位置を制御して、順に検体カートリッジ７を点着部４に対応する位置に停止
させて、必要な乾式分析素子１１を検体カートリッジ７から取り出すことができる。なお
、血漿濾過が必要な検体については、検体カートリッジ７に納めた検体容器１０の上端に
濾過フィルターを備えたホルダー１６を装着しておく。
【００３１】
前記乾式分析素子１１は、比色タイプのものは矩形状のマウント内に試薬層が配設されて
なり、マウントの表面に点着孔が形成され、点着孔には検体が点着され、電解質タイプの
ものは電極対を有し２つの液供給孔に検体と参照液が点着される。乾式分析素子１１の裏
面には検査項目などを特定するための情報が記録されたバーコードが付設されている。
【００３２】
前記点着部４（図２）は、乾式分析素子１１に血漿、全血、血清、尿などの検体を点着す
るもので、乾式分析素子１１を受ける載置台４１に点着用開口４２ａを有する素子押え４
２が設置され、点着ノズルユニット５によって乾式分析素子１１に検体と場合により参照
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液を点着する。点着部４の前段部分には、図示してないが、乾式分析素子１１に設けられ
たバーコードを読み取るためのバーコードリーダーが設置されている。このバーコードリ
ーダーは、検査項目などを特定し、後の点着、測定を制御するため、および乾式分析素子
１１の搬送方向（前後、表裏）を検出するために設けられている。
【００３３】
点着ノズルユニット５（図１）は検体のサンプリングを行うもので、横方向に水平移動す
る横移動ブロック５１に上下移動する２つの上下移動ブロック５２，５２が設けられ、２
つの上下移動ブロック５２，５２にそれぞれ固定された２つの点着ノズル５３，５３を有
している。横移動ブロック５１、２つの上下移動ブロック５２，５２は、図示しない駆動
手段により横移動および上下移動が制御され、２つの点着ノズル５３，５３は、一体に横
移動すると共に、独自に上下移動するようになっている。例えば、一方の点着ノズル５３
は検体用であり、他方の点着ノズル５３は希釈液用および参照液用である。
【００３４】
両点着ノズル５３，５３は棒状に形成され、内部に軸方向に延びるエア通路が設けられ、
下端にはピペット状のノズルチップ１２がシール状態で嵌合される。この点着ノズル５３
，５３にはそれぞれ不図示のシリンジポンプ等に接続されたエアチューブが連結され、吸
引・吐出圧が供給される。使用後のノズルチップ１２はチップ抜取り部で外されて落下廃
却される。
【００３５】
血漿濾過ユニット６は、サンプラトレイ２に保持された検体容器１０の内部に挿入され上
端開口部に取り付けられたガラス繊維からなるフィルターを有するホルダー１６を介して
血液から血漿を分離吸引し、ホルダー１６上端のカップ部に濾過された血漿を保持するよ
うになっている。負圧を作用させる吸引部６１の先端下方側にはホルダー１６と吸着する
吸盤部６２が設けられ、この吸盤部６２は不図示のポンプと接続される。吸引部６１は支
持柱６３に対し、不図示の昇降機構により昇降移動するように支持されている。そして、
血液からの血漿の分離は、吸引部６１を下降して検体容器１０のホルダー１６に密着させ
る。ポンプを駆動して、検体容器１０内の全血を吸い上げフィルターにより濾過しカップ
部に血漿が供給される。その後、吸引部６１を上昇して元の位置に移動して濾過を終了す
る。
【００３６】
図１は上記のような機構を装置本体１７（ケース）に設置した生化学分析装置１の外観を
示すものであり、インキュベータ３の上部には操作パネル１８が配設されている。サンプ
ラトレイ２、点着ノズルユニット５は開閉可能な透明保護カバー１９によって覆われてい
る。
【００３７】
次いで、生化学分析装置１の動作について説明する。まず、分析を行う前に、装置外で検
体カートリッジ７に対し検体を収容した検体容器１０およびその測定項目に対応した種類
の乾式分析素子１１を包装を破って取り出して装填する。この検体カートリッジ７を、保
護カバー１９を外してサンプラトレイ２に装填する。検体が複数の場合には、それぞれの
検体に対応した検体カートリッジ７を装填する。また、消耗品であるノズルチップ１２、
混合カップ１３、希釈液容器１４および参照液容器１５をサンプラトレイ２に装填する。
【００３８】
その後、分析処理をスタートする。なお、緊急検体を収容した検体カートリッジ７の場合
には、測定動作を一時停止させて、空いている部分または装填されている検体カートリッ
ジ７を外して緊急検体用の検体カートリッジ７を装填する。
【００３９】
まず、血液濾過ユニット６により、検体容器１０内の全血を濾過して血漿成分を得る。次
に、サンプラトレイ２を回転させて測定する検体の検体カートリッジ７を点着部４に対応
する位置に停止させる。搬送手段９の素子搬送部材９１により検体カートリッジ７から乾
式分析素子１１を点着部４に搬送する。その搬送途中にバーコードリーダーにより乾式分
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析素子１１に設けられたバーコードが読み取られ、乾式分析素子１１の検査項目などを検
出する。読み取られた検査項目が希釈依頼項目の場合等に応じて異なる処理を行う。
【００４０】
読み取られた検査項目が比色測定の場合は、サンプラトレイ２を回転させて点着ノズル５
３の下方にノズルチップ１２を移動させ、点着ノズル５３に装着する。続いて検体容器１
０を移動させ、点着ノズル５３を下降してノズルチップ１２に検体を吸引し、点着ノズル
５３を点着部４に移動して、乾式分析素子１１に検体を点着する。
【００４１】
そして、検体が点着された乾式分析素子１１がインキュベータ３の素子室３３に挿入され
、押え部材３４で押圧密閉されて検体の蒸発が防止されると共に、所定温度に加熱保持さ
れる。乾式分析素子１１が挿入されると、インキュベータ３の素子室３３を回転して、挿
入された乾式分析素子１１を順次測光ヘッド４５と対向する位置に移動する。そして、所
定時間後、検体と試薬層との反応に伴う発色による乾式分析素子１１の光学濃度変化を、
測定手段の測光ヘッド４５により測定する。その測光光学濃度から検量線を用いて検体中
の生化学物質の物質濃度を求めるものである。測定終了後、素子室３３を挿入時の位置に
戻し、素子搬送部材９１によって測定後の乾式分析素子１１を中心側に押し出す。押し出
された乾式分析素子１１は、廃却穴８の上部開口８ａから斜面３６ａを滑り落ち、回転軸
３６ｂ内を通って下部開口８ｂから落下廃却される。測定結果を出力し、使用済みのノズ
ルチップ１２を点着ノズル５３から外して処理を終了する。
【００４２】
次いで、検査項目が希釈依頼項目の場合、例えば血液の濃度が濃すぎて正確な検査を行う
ことができないような場合には、点着ノズル５３にノズルチップ１２を装着し、検体を吸
引する。吸引した検体を混合カップ１３に分注した後、交換したノズルチップ１２に希釈
液容器１４から希釈液を吸引し、混合カップ１３に吐出する。そして、ノズルチップ１２
を混合カップ１３内に挿入して吸引と吐出とを繰り返して撹拌を行う。希釈した検体をノ
ズルチップ１２に吸引し、点着部４に移動して、乾式分析素子１１に点着する。以下同様
に、測光、素子廃却、結果出力およびチップ廃却を行って処理を終了する。
【００４３】
イオン活量の測定は、点着および電位差測定は異なるが、乾式分析素子１１の動きは上記
と同様であり、測定後の乾式分析素子１１が素子室３３から廃却穴８に落下廃却される。
【００４４】
上記のような実施の形態では、乾式分析素子１１はカートリッジ７の中から素子搬送部材
９１で押し出され、点着部４で検体を点着され、インキュベータ３に挿入されインキュベ
ーションされると共に測定が行われ、測定後の乾式分析素子１１は中心方向に搬送されて
下位部材３６の斜面３６ａと回転軸３６ｂの内部による廃却穴８を滑落して廃却されるも
ので、斜面３６ａの形成により剛性が確保できると同時に軸受部材３７の径が小さくなり
、高精度かつ低コストに構成できると共に、廃却穴８の上部開口８ａが大きく測定後の乾
式分析素子１１の搬送距離が短く廃却が容易に行え、装置の小型軽量化が図れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一つの実施の形態に係るインキュベータを備えた生化学分析装置の概略
構成を示す斜視図
【図２】カバーを外した状態のインキュベータの概略断面図
【符号の説明】
１　　生化学分析装置
２　　サンプラトレイ
３　　インキュベータ
４　　点着部
５　　点着ノズルユニット
７　　検体カートリッジ
８　　廃却穴
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8a　　上部開口
8b　　下部開口
11　　乾式分析素子
30　　インキュベータロータ
31　　下円盤部材
31a 　測光窓
32　　上円盤部材
33　　素子室
34　　押え部材
35　　ヒーター
36　　下位部材
36a 　斜面
36b 　回転軸
37　　軸受部材
38　　モータ
45　　測光ヘッド

【図１】 【図２】
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